
 

 

 

 

 

第 72号議案 大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例 

 

１ 対象とする条例 

  大田区立シルバーピア条例 

 

２ 条例改正理由 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）の趣

旨を踏まえ、シルバーピアの使用予定者の決定に関する規定を整理するため、条例

の一部を改正する。 

 

３ 条例改正内容 

  新旧対照表のとおり 

 

４ 施行日   

  公布の日 

 

＜新旧対照表＞ 

健康福祉委員会  

令和４年９月 15・16日 

福祉部 資料 46番 

所管 高齢福祉課  

新 旧 

○大田区立シルバーピア条例 ○大田区立シルバーピア条例 

平成５年３月 12日 平成５年３月 12日 

条例第８号 条例第８号 

  

第１条から第４条まで 略 第１条から第４条まで 略 

（使用予定者の選考） （使用予定者の選考） 

第５条 区長は、前条の規定により使用の申

込みをした者（以下「申込者」という。）の

うち住宅の困窮度の高い者から使用予定

者を決定する。ただし、世帯を構成する者

の心身の状況を調査し、介護サービス、在

宅医療その他の支援を受けても居宅での

日常生活が困難であると認められる者が

いる場合は、使用予定者から除くことがで

きる。 

第５条 区長は、前条の規定により使用の申

込みをした者（以下「申込者」という。）の

うち住宅の困窮度の高い者から使用予定

者を決定する。ただし、世帯を構成する者

の心身の状況を調査し、身体上又は精神上

著しい障害があるために常時の介護を必

要とし、かつ、居宅においてこれを受ける

ことができず、又は受けることが困難であ

ると認められる者がいる場合は、使用予定

者から除くことができる。 

２ 略 ２ 略 

第６条から第 28条まで 略 第６条から第 28条まで 略 

付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  


